
３月８日（水）１０：００より第２回東秩父村議会定例会が開催されます。 

一般質問は２名の議員が行う予定です。 定例会を傍聴してみませんか。 

議会の傍聴はどなたでもできます。定例会、臨時会を傍聴してみませんか。 

 

 

  

 

 １．議会構成について 

◎議会運営委員会（3人）   
・議会運営に関する事項 

・会議規則、委員会条例に関する 

事項 

・議長の諮問に関する事項 
 

 東秩父村議会だより  

東秩父村公式ホームページ：http://www.vill.higashichichibu.saitama.jp 

議会に関するお問合せ：議会事務局☎82-1257 

【１月の議会活動】 

〇議会運営委員会             ○議会全員協議会 

○消防協会比企支部消防出初め式      ○東秩父消防団安全祈願祭 

〇東秩父村交通指導隊・駐在所連絡協議会合同新年会 

〇平成２９年成人式            〇第１回東秩父村議会臨時会 

○県・市・町村議会新年懇談会       〇比企郡町村議会議長会第３回議長会議 

〇第３回埼玉中部資源循環組合ごみ処理施設等建設検討委員会 

○町村議会議長会役員会及び研修会     ○市町村トップセミナー 

○東秩父村写友会総会           ○定期監査・例月出納検査 

○第１回比企広域市町村圏組合関係市町村選出議員代表者会議 

〇第１回比企広域市町村圏組合関係市町村議案説明会 〇東秩父村水道審議会 

○小川地方交通安全協会東秩父支部新年会  ○猟友会新年会 

○埼玉中部資源循環組合議会運営委員会   ○埼玉中部資源循環組合議会議案説明会 

No.30  平成２９年２月 

 

議会には、議会の役割を果たすため法律によって多くの権限が与えられています。その主

なものは次のとおりです。 

【議決権】：予算、条例の制定・改正・廃止、一定金額を超える契約の締結や財産の取得・処

分の決定、決算の認定などを行います。 

【選挙権】：議長、副議長や選挙管理委員などの選挙を行います。 

【同意権】：副村長、監査委員、教育長などの選任をする場合には、議会の同意が必要となり

ます。 

【検査権】：議会が住民代表の機関としての立場に与えられた権限です。 

執行機関の行財政の運営、事務処理、事業の実施が、適法・適正に行われている

か、公平・効率的に実施されているかの関係書類を検閲し、事務の管理や出納状

況を検査することができます。 

【調査権】：村の事務に関する調査を行い、選挙人やその他の関係人の出頭や証言、記録の提

出を請求することができます。 

（※その他、意見書の提出権や請願及び陳情の受理権等があります。） 

※議会の権限 ※ 
 

東秩父村議会では、住みよい地域づくりのため、いろいろな活動を行っております。 

 


